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○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成 29 年４月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 

0414 第１号・老発 0414 第１号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添）新旧対照表 

 

（下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

II 用語の定義等 

２．個人識別符号（法第２条第２項） 

II 用語の定義等 

２．個人識別符号（法第２条第２項） 

（定義） 

法第二条 

［略］ 

 

令第一条 個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第二条

第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げ

るものとする。 

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するた

めに変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個

人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定め

る基準に適合するもの 

イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 DNA）を構成す

る塩基の配列 

ロ～ト （略） 

二 （略） 

三 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第百十一条の二

第一項に規定する被保険者記号・番号等 

（定義） 

法第二条 

［同左］ 

 

令第一条 個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第二条

第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げ

るものとする。 

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供する

ために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の

個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で

定める基準に適合するもの 

イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 DNA）を構成す

る塩基の配列 

ロ～ト （略） 

二～六 （略） 
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四～六 （略） 

七 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等 

八 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第十二条第三項の被保

険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載

された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他

の符号 

 

 

 

九 （略） 

十 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定

める文字、番号、記号その他の符号 

 

規則第二条 ［略］ 

 

規則第三条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号

及び保険者番号とする。 

 

 

 

 

 

 

七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものと

なるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番

号、記号その他の符号 

イ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第九条第二項

の被保険者証 

ロ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第五十四条第三項の被保険者証 

ハ 介護保険法（平成 9 年法律第１２３号）第十二条第三項の被

保険者証 

 

八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で

定める文字、番号、記号その他の符号 

 

規則第二条 ［同左］ 

 

規則第三条 令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、

それぞれ当該各号に定めるものとする。 

一 令第一条第七号イに掲げる証明書 国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第百十一条の二第一項に規定する保険者番号

及び被保険者記号・番号 

二 令第一条第七号ロに掲げる証明書 高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）第百六十一条の二第一項に規
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規則第四条 令第一条第十号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第三条第十一項に規定

する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番

号 

二 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第二条第十項に規定す

る保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号 

三～四（略） 

五 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第四十五

条第一項に規定する加入者等記号・番号等 

六 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第百十二

条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等 

七 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第百四

十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等 

八～九（略） 

 

定する保険者番号及び被保険者番号 

三 令第一条第七号ハに掲げる証明書 同号ハに掲げる証明書の番

号及び保険者番号 

 

規則第四条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

一 健康保険法（大正１１法律第７０号）第三条第十一項に規定す

る保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号 

二 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第二条第十項に規定す

る保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号 

三～四（略） 

五 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第四十五

条第一項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号 

六 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第百十二

条の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号 

七 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第百四

十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記

号・番号 

八～九（略） 

 

Ⅳ 医療・介護関係事業者の義務等 

５．利用目的の通知等（法第２１条） 

Ⅳ 医療・介護関係事業者の義務等 

５．利用目的の通知等（法第２１条） 

［略］ 

【法の規定により遵守すべき事項等】 

・医療・介護関係事業者は、個人情報を取得するに当たって、あらか

［同左］ 

【法の規定により遵守すべき事項等】 

・医療・介護関係事業者は、個人情報を取得するに当たって、あらか
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じめその利用目的を公表しておくか、個人情報を取得した場合、速

やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなら

ない。 

・利用目的の公表方法としては、院内や事業所内等に掲示するととも

に、可能な場合にはホームページへの掲載等の方法により、なるべ

く広く公表する必要がある。 

・医療・介護関係事業者は、受付で患者に資格確認書等を提出しても

らう場合や問診票の記入を求める場合など、本人から直接書面に記

載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人

に対し、その利用目的を院内掲示等により明示しなければならない。

ただし、救急の患者で緊急の処置が必要な場合等は、この限りでな

い。 

・医療・介護関係事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された

利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など

利用目的の通知等の例外に該当する場合は、上記内容は適用しない。

（「利用目的が明らか」な場合についてはⅣ３．（１）を参照） 

【その他の事項】  

［略］ 

じめその利用目的を公表しておくか、個人情報を取得した場合、速

やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなら

ない。 

・利用目的の公表方法としては、院内や事業所内等に掲示するととも

に、可能な場合にはホームページへの掲載等の方法により、なるべ

く広く公表する必要がある。 

・医療・介護関係事業者は、受付で患者に保険証を提出してもらう場

合や問診票の記入を求める場合など、本人から直接書面に記載され

た当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、

その利用目的を院内掲示等により明示しなければならない。ただし、

救急の患者で緊急の処置が必要な場合等は、この限りでない。 

 

・医療・介護関係事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された

利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など

利用目的の通知等の例外に該当する場合は、上記内容は適用しない。

（「利用目的が明らか」な場合についてはⅣ３．（１）を参照） 

【その他の事項】  

［同左］ 

６．個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保（法第２０

条、第２２条） 

６．個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保（法第２０

条、第２２条） 

［略］  

【法の規定により遵守すべき事項等】 

［略］ 

［同左］ 

【法の規定により遵守すべき事項等】 

［同左］ 
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【要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】 

医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的とし

ている。一方、医療機関等は、患者の傷病の回復等を目的として、より

適切な医療が提供できるよう治療に取り組むとともに、その費用を公的

医療保険に請求する必要が生じる。良質で適正な医療の提供を受けるた

めには、また公的医療保険の扶助を受けるためには、医療機関等が患者

の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得することは必要不可欠であ

る。 

このため、例えば、患者が医療機関の受付等で、問診票に患者自身の

身体状況や病状などを記載し、個人番号カード（マイナンバーカード）

又は健康保険の資格確認書とともに受診を申し出ることは、患者自身が

自己の要配慮個人情報を含めた個人情報を医療機関等に取得されること

を前提としていると考えられるため、医療機関等が要配慮個人情報を書

面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、患者の当該行

為をもって、当該医療機関等が当該情報を取得することについて本人の

同意があったものと解される。 

［略］ 

【法第２０条第２項に違反している事例】 

 ［略］ 

【その他の事項】 

［略］ 

【要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】 

医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的とし

ている。一方、医療機関等は、患者の傷病の回復等を目的として、より

適切な医療が提供できるよう治療に取り組むとともに、その費用を公的

医療保険に請求する必要が生じる。良質で適正な医療の提供を受けるた

めには、また公的医療保険の扶助を受けるためには、医療機関等が患者

の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得することは必要不可欠であ

る。 

このため、例えば、患者が医療機関の受付等で、問診票に患者自身の

身体状況や病状などを記載し、保険証とともに受診を申し出ることは、

患者自身が自己の要配慮個人情報を含めた個人情報を医療機関等に取得

されることを前提としていると考えられるため、医療機関等が要配慮個

人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、患

者の当該行為をもって、当該医療機関等が当該情報を取得することにつ

いて本人の同意があったものと解される。 

 

［同左］ 

 

【法第２０条第２項に違反している事例】 

 ［同左］ 

【その他の事項】 

［同左］ 

 

 


